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ごあいさつ

平素より農中信託銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。この小冊子は、皆
様に当社を一層ご理解いただくために作成したもので、当社の経営方針、業務内容、業績などに
ついてご説明するものです。

当社は、農林中央金庫 100％出資の信託銀行として平成 7 年 8 月に設立されました。設立以来、
お取引先様へご提供する信託サービスの向上に注力してまいりました結果、平成 20 年度末（平
成 21 年 3 月期）の信託財産残高は 12 兆 2,995 億円、経常利益につきましては 2,914 百万円とな
りました。これもひとえに皆様方からいただきましたご支援の賜物と心から感謝し、厚く御礼申
し上げます。

平成 20 年度におきましては、百年に一度といわれる金融危機や経済情勢等の外部環境が厳し
さを増すなか、全役職員が一丸となって中期経営計画（平成 19 年度～平成 21 年度）で掲げた

「小粒であっても存在感のある信託銀行」を目指し、その攻めの基本戦略である「系統の信託銀
行にふさわしい特色ある信託機能の発揮」と「農林中金・当社の強みを活かした成長戦略の実践」、
守りの基本戦略である「経営管理態勢の充実・高度化」と「多様な人材が活躍する活力ある職場
作り」に取り組んでまいりました。

これらの取組みにより平成 19 年度に受託を開始した年金信託の顧客基盤拡大や、投資一任業
務の初受任、指名債権譲渡の媒介ならびにシンジケートローンのアレンジメント等の新規業務を
立ち上げることができました。これらも当社がこれまでに培ったノウハウと農林中金グループが
有するビジネスネットワークの最大限の活用によりお客様の満足度の最大化を目指す当社の姿勢
に対しご評価とご期待をいただいているものと感謝いたしております。

また、高齢化の進展等に伴い JA 組合員の旺盛なニーズがある遺言信託業務では、良質な案件
の積み上げを行いながら、次世代にわたる組合員顧客との長期的な信頼関係維持を見据えた業務
態勢整備と代理店 JA の資産相談業務サポートにかかる役割発揮に努めてまいりました。また、
森林再生、自然ふれあい教育振興、郷土芸能振興、福祉支援等、公益信託を通じた系統団体の
CSR 活動においても特色ある貢献を果たしてまいりました。

中期経営計画の最終年度である当期につきましても、経済環境等先行き不透明ではありますが、
その骨子である基本戦略を引き続き実践するとともに、業務の見直し・ビジネスチャンス発掘等
にも注力し、次のステップへ向けた取組みを強化してまいります。また、お取引先様のニーズを
的確に把握し、これまで以上に高い付加価値と専門性を有する信託サービスの提供に努め、同計
画に当社の将来像として掲げた「小粒であっても存在感のある信託銀行」に近づけるよう邁進し
ていく所存です。

これからもお取引先様からの「信頼」が信託の原点に
あることを常に念頭に置きながら、委託者および受益者
のために行動する信託銀行としてその信頼にお応えすべ
く、金融商品取引法、バーゼルⅡならびに信託法等法令
諸規則を踏まえたコンプライアンス態勢や内部管理態勢
の一層の高度化を図り、強固な経営基盤構築に取り組ん
でまいります。

今後とも皆様の格別のご支援とご鞭撻を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

平成 21 年 7 月
代表取締役社長　安田　義則
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役員

あゆみ

（平成 21 年 7 月 1 日現在）

役 職 氏 名 担 当
代 表 取 締 役 社 長 安 田　 義 則
取 締 役 会 長 小 林　 新 一
代 表 取 締 役 専 務 山 本　 広 一
常 務 取 締 役 由 井　 照 人
常 務 取 締 役 戸 山　 章 弘
取 締 役 曽 我　 道 正 企 画 総 務 部 長
取 締 役 大 西　 康 夫 営 業 統 括 部 長
取 締 役 熊 田 　 豊 営 業 第 二 部 長
取 締 役（ 非 常 勤 ） 高 橋　 則 広
常勤監査役（社外監査役） 大 田 　 正
監査役（社外監査役） 岩 城 　 求
監 査 役 梅 北　 正 史

平成 7 年 8 月 17 日 農林中央金庫 100％出資の業態別子会社として農中信託銀行株式会社設立
9 月 22 日 農中信託銀行開業
9 月 25 日 ファンドトラストを初受託
9 月 28 日 金銭債権の信託を初受託

11 月   2 日 投資信託を初受託
11 月 10 日 有価証券の信託（債券）を初受託

平成 9 年 6 月   2 日 北海道等８信農連による信託代理店業務開始 
10 月   1 日 特定金銭信託を初受託

平成 10 年 2 月 28 日 包括信託を初受託
3 月 11 日 土地信託を初受託
7 月 27 日 特定贈与信託を初受託
8 月 20 日 JA から有価証券の信託を初受託
8 月 26 日 金銭債権の流動化にかかる SPC 管理業務初受託

11 月 26 日 公益信託を初受託
平成 11 年 3 月 31 日 創業赤字を解消

7 月 26 日 ヘッジファンド（ファンドトラスト）の取引開始
11 月   5 日 有価証券の信託（株式）を初受託

平成 12 年 7 月   1 日 コンプライアンス統括部・システム部設置
平成 13 年 2 月 28 日 MMF 受託開始

〃 不動産証券化にかかる SPC 管理業務初受託
平成 14 年 6 月 27 日 リスク統括部設置（コンプライアンス統括部改組）
平成 15 年 3 月 14 日 不動産管理信託（不動産流動化案件）を初受託

6 月 30 日 信託財産　10 兆円達成（10 兆 1,801 億円）
12 月   1 日 投資信託の再信託開始

平成 16 年 4 月 19 日 特定金銭信託・特定金外信託・ファンドトラストの再信託開始
11 月   1 日 商品管理部設置

平成 17 年 3 月   8 日 不動産私募ファンド（ファンドトラスト）を初受託
3 月 23 日 J-REIT ファンド（ファンドトラスト）を初受託
3 月 28 日 公益信託（森林再生基金）を受託 
3 月 31 日 期末信託財産　10 兆円達成（10 兆 7,315 億円）
6 月 24 日 遺言信託業務認可取得

10 月   3 日 個人資産相談部設置
〃 遺言信託業務取扱開始

平成 18 年 2 月 24 日 将来債権（診療報酬債権）流動化案件を初受託 
3 月 31 日 期末信託財産　11 兆円達成（11 兆 4,271 億円）
6 月   1 日 業務監査部を設置（業務監査役席改組）

11 月   2 日 商品管理部を改組し、信託引受管理、信託引受審査等を担う部署として営業統括部を設置
平成 19 年 3 月 28 日 新 BIS 基準（バーゼルⅡ）オペレーショナルリスク粗利益配分手法採用の承認を取得

3 月 31 日 期末信託財産　13 兆円達成（13 兆 5,235 億円）
9 月 14 日 年金信託初受託（厚生年金基金 )

10 月   1 日 リスク統括部を再編し、コンプライアンス統括室とリスク管理課を設置
12 月 26 日 投資運用（投資一任）業務・投資助言業務の登録完了

平成 20 年 1 月   4 日 営業部を再編し、営業第一部、営業第二部および運用部を設置
3 月 31 日 期末信託財産　14 兆円達成（14 兆 4,551 億円）
4 月   1 日 業務部を再編し、事務管理課、業務第一課、業務第二課、業務第三課および業務基盤構築班

を設置
〃 統合的リスク管理を開始

7 月 14 日 投資一任業務を初受任
10 月 24 日 不動産信託受益権等売買等業務の登録
11 月 25 日 不動産関連特定投資運用業の登録
12 月 26 日 不動産エクイティ媒介業務を初取引

平成 21 年 1 月 29 日 指名債権譲渡の媒介業務を初取引
2 月   1 日 運用部を再編し、アルファ株式運用班を設置
3 月 24 日 シンジケートローンのアレンジメント業務を初取引

前列左より　小林新一（取締役会長）、安田義則（代表取締役社長）
山本広一（代表取締役専務）、大田正（常勤監査役）

後列左より　大西康夫（取締役営業統括部長）、戸山章弘（常務取締役）、
由井照人（常務取締役）、曽我道正（取締役企画総務部長）、
熊田豊（取締役営業第二部長）
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組織図

農林中央金庫グループのネットワーク
当社は、農林中央金庫の 100％子会社であり、グループ内唯一

の信託銀行として重要な役割を担っております。

当社の親法人である農林中央金庫は、約 83 兆円の農協貯金等

豊富な資金を背景として総資産は約 62 兆円にのぼり、わが国で

トップクラスの資金量と信用力を誇る金融機関と位置づけられて

おります。こうした評価と長年のノウハウの蓄積をもとに、農林

中央金庫は国内外の金融市場における有力な機関投資家として、

また、農林水産業系統中央機関として、日々資産の効率的運用に

努めております。

私たち農中信託銀行は、農林中央金庫グループがこのような業

務展開を通して培ってきたノウハウとネットワークをお客様の健

全な資産管理・運用のために最大限に活用してまいります。

監査
役会

内部監査

シ ス テ ム 部 シ ス テ ム 課 システム企画、運営、管理

個人資産相談課 遺言信託・遺産整理にかかる企画・営業推進、遺言信託代理店統括

審 査 課 遺言信託・遺産整理にかかる審査および管理
個人資産相談部

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会

リスクマネジメント委員会

新 商 品 検 討 委 員 会

A L M 委 員 会

信託受託・運用委員会

遺 言 信 託 受 託 審 査 会

貸 出 審 査 委 員 会

常務
取締役

各種委員会

総　 括　 課 営業全般に関する管理、調査

受 託 審 査 課 受託審査
営 業 統 括 部

常務
取締役

経営
会議

業 務 監 査 部

企 画 総 務 部

総 務 課 業務方針、総務、秘書、人事、庶務、管財、広報

決算、予算、税務管 理 課

資本金等運用資 金 運 用 室

（平成 21 年 7 月 1 日現在）

リスク統括部
リスク管理課 リスク管理統括、自己査定統括、

財務報告にかかる内部統制統括

コンプライアンス�
統 括 室

法務・コンプライアンス統括、顧客保護等管理、
反社会的勢力排除、苦情対応

営 業 推 進 班 投資家営業および投資信託等の受託

信 託 企 画 課 部門総括・企画

商 品 管 理 室 証券化スキーム案件の期中管理・検証

営 業 開 発 班 証券化スキーム全般の受託および対顧営業
営 業 第 一 部

不動産信託班 不動産管理信託の営業および受託

公 益・特 贈 班 公益信託・特定贈与信託の受託、信託契約代理店統括
営 業 第 二 部

年 金 受 託 室 年金顧客対応および受託、対顧レポート全般

ファンド 運 用班 運用業務

不 動 産 運 用 班 運用業務
運 用 部

業 務 部

事 務 管 理 課 部総括、事務に係る企画・管理

業 務 第 一 課 信託業務および再信託の事務

業 務 第 二 課 信託業務および SPC の事務

業 務 第 三 課 信託業務および銀行業務の事務

業 務 基 盤 構 築 班 新規商品基盤構築、制度改正対応

代表
取締役
専務

取締
役会

株主
総会

取締役
会長

代表
取締役
社長

アルファ株式運用班 運用業務
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ります。
全国 14 道府県の信農連が当社信託契約代理店となっており、

信託業務にかかるご要望・ご相談はお近くの信託契約代理店にお
いても承っております。

また、平成 17 年 10 月より開始いたしました遺言信託・遺産
整理業務につきましては、平成 21 年 7 月 1 日現在、全国で 45
の JA、信農連が遺言信託代理店として、組合員の皆様方等のニー
ズにお応えしております。遺言信託・遺産整理にかかるご要望・
ご相談は、以下の遺言信託代理店において承っております。

◇信託契約代理店� （平成 21 年 7 月 1 日現在）
信 託 契 約 代 理 店 名

北 海 道 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
神 奈 川 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
静 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
長 野 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
石 川 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
岐 阜 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
大 阪 府 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
新 潟 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
愛 知 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
福 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
広 島 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
滋 賀 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
埼 玉 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会

◇遺言信託代理店� （平成 21 年 7 月 1 日現在）
遺 言 信 託 代 理 店 名

札 幌 市 農 業 協 同 組 合
山 形 市 農 業 協 同 組 合
足 利 市 農 業 協 同 組 合
埼 玉 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
さ い か つ 農 業 協 同 組 合
い る ま 野 農 業 協 同 組 合
埼 玉 中 央 農 業 協 同 組 合
あ さ か 野 農 業 協 同 組 合
東 京 都 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
秋 川 農 業 協 同 組 合
世 田 谷 目 黒 農 業 協 同 組 合
東 京 あ お ば 農 業 協 同 組 合
東 京 中 央 農 業 協 同 組 合
東 京 む さ し 農 業 協 同 組 合
西 東 京 農 業 協 同 組 合
東 京 ス マ イ ル 農 業 協 同 組 合
東 京 南 農 業 協 同 組 合
東 京 あ ぐ り 農 業 協 同 組 合
東 京 み ど り 農 業 協 同 組 合
八 王 子 市 農 業 協 同 組 合
西 多 摩 農 業 協 同 組 合
町 田 市 農 業 協 同 組 合
マ イ ン ズ 農 業 協 同 組 合
東 京 み ら い 農 業 協 同 組 合
金 沢 中 央 農 業 協 同 組 合
金 沢 市 農 業 協 同 組 合
富 士 宮 農 業 協 同 組 合
南 駿 農 業 協 同 組 合
愛 知 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
あ い ち 中 央 農 業 協 同 組 合
あ い ち 豊 田 農 業 協 同 組 合
あ い ち 尾 東 農 業 協 同 組 合
ぎ ふ 農 業 協 同 組 合
鈴 鹿 農 業 協 同 組 合
大 阪 府 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
大 阪 市 農 業 協 同 組 合
茨 木 市 農 業 協 同 組 合
い ず み の 農 業 協 同 組 合
兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
兵 庫 六 甲 農 業 協 同 組 合
福 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
福 岡 市 農 業 協 同 組 合
福 岡 市 東 部 農 業 協 同 組 合
北 九 東 部 農 業 協 同 組 合
北 九 州 市 農 業 協 同 組 合

主要な業務の内容

1 ．農林中央金庫・グループ各社と連携した系統団体等機関投
資家への運用商品の提供

農林中央金庫グループが長年培ってきた豊富な投資ノウハウと
証券管理事務ノウハウを駆使し、系統団体をはじめとするお客様
にさまざまなサービスを提供いたします。
◇資産運用
「ファンドトラスト（指定金外信託）」の形で、市場の方向性に

左右されず絶対収益を追求する商品・ポートフォリオ分散・リス
クリターン改善に寄与する商品をご提供するほか、お客様のポー
トフォリオ資産の有効活用手段として「有価証券の信託」をご提
供いたしております。長年培ってきたオルタナティブ投資分野で
の投資経験・ノウハウを活用し絶対収益型投資を検討する年金基
金をサポートする年金信託および投資一任業務への取組みを強化
しております。

◇証券管理事務
機関投資家である系統団体をはじめとしたお客様にとって、適

正な証券管理のためのシステム開発投資および事務負担はますま
す増大することが予想されます。当社では、証券管理事務ノウハ
ウを「特定金銭信託」、「特定金外信託」という商品でご提供し、
お客様の有価証券投資を管理事務面でもサポートいたしておりま
す。

また、再信託により管理事務の一部をアウトソーシングし業務
の一層の効率化を進めるとともに、お客様へのサービス向上に努
めております。

2 ．信託機能を活用した企業等お取引先様への資金調達・資金
運用の提供

◇不動産関連業務
拡大してきた不動産証券化市場において、不動産鑑定士や一級

建築士等の専門的な人材を活用し、「不動産管理信託」「CMBS（商
業用不動産担保証券）受託」を通じ、不動産あるいは不動産ノンリ
コースローン等の信託財産の管理を行っています。また、不動産デッ
トファイナンスのアレンジメント業務を開始することにより、投資
家の皆様への運用商品のご提供に力を注いでまいります。

◇債権流動化業務
法人のお客様の財務戦略やリスクコントロールに応えるため、「金

銭債権の信託」「指定金外信託」等の形で、法人のお客様が保有す
る資産を裏付けにした投資商品のアレンジメントや信託財産として
の管理を行っています。

対象となる資産は、手形・売掛債権、リース料債権、割賦債権、
企業向け貸付債権、住宅ローン債権、不動産ノンリコースローン債
権等多岐に渡っており、お客様の資産流動化ニーズにお応えすると
ともに、投資家の皆様に対しても運用商品のご提供を行ってまいり
ます。

3 ．系統内代理店業務等を通じた JA 組合員の皆様方等への信託
機能の提供

高齢化の進展と金融資産の蓄積、さらにライフスタイルの多様
化等に伴い、個人のお客様の資産運用・管理にかかるニーズは、
一層強くなってきております。

当社では、JA や信用農業協同組合連合会（信農連）と連携し
ながら、「土地信託」、「特定贈与信託」、「公益信託」という信託
機能の提供により、組合員の皆様方等へのご要望にお応えしてお
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リスク管理体制およびコンプライアンス（法令等遵守）の体制
１．内部統制システム

当社では、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、
以下のような内部管理態勢により、経営活動全般にわたって
実効性ある不断の内部統制強化を図っております。

経営会議
経営の基本計画・予算・その他重要な業務執行について、

全社的な立場から審議を行っております。

コンプライアンス委員会
コンプライアンス統括部門担当役員を長とするコンプライ

アンス委員会を設置し、コンプライアンス態勢全般にかかる
企画・推進・進捗管理に関する審議・検討を行っております。

リスクマネジメント委員会
リスク管理統括部門担当役員を長とするリスクマネジメン

ト委員会を設置し、業務運営上の諸リスクへの対応等につい
て、審議・検討を行っております。

内部監査
業務ラインから独立した部門の業務監査部が「業務監査計

画」に基づき、当社の経営活動全般にわたる管理・運営の遂
行状況について監査を実施し、適正な業務運営の維持・改善
に努めております。

２．リスク管理体制

昨今の金融市場の急速な変化や金融技術の高度化などによ
り、金融機関のビジネスチャンスは飛躍的に拡大する一方で、
金融機関の抱えるリスクは一段と複雑化し、多様化していま
す。お客様の多様化・高度化するニーズに的確にお応えしつ
つ、経営の健全性を維持していくために、当社は、リスク管
理を適切に行うことを経営の最重要課題の一つと位置づけ、
不断の態勢充実を図っております。

リスク管理の基本方針
当社は、取締役会において、リスク管理の基本方針として

「リスクマネジメント基本方針」を定めておりますが、特に
受益者保護・受託者責任の立場から、信託財産の運用管理等、
信託業務にかかるリスクを適切に管理し、信託財産等の収益
の確保を図っていくことを基本としております。

また、市場、信用およびオペレーショナルリスクを資本でカ
バーすべきリスクと認識し、これらのリスクを総体的に把握し、
資本と比較して管理する統合的リスク管理を行っています。

リスク管理の組織体制
リスク管理に関する統括部署としてリスク統括部を設置し

ております。また、「リスクマネジメント基本方針」および年
度の「リスク管理方針」は、リスクマネジメント委員会で審
議し、取締役会において決定しております。さらに業務監査
部は、定期的にリスク管理の状況を監査し、必要に応じ改善
を指導・助言しております。

リスクの種類 内 容 具体的な管理方法

信用リスク
信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の
価値が減少ないし消失し、当社が損失を被るリスク

＊銀行勘定の与信限度枠の設定・モニタリング
＊債権流動化商品の信用リスクのモニタリング
＊有価証券信託の限度枠のモニタリング

市場リスク
金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・
負債（オフバランスを含む）の価値が変動し損失を被るリスク、および、資産・
負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク

＊銀行勘定の有価証券の評価損益、VaR・BPV 等のリスク指標のモニタリング
＊ファントラにおける受託財産時価、発注事務等のモニタリング

流動性リスク

運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確
保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なく
されることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）および市場の混乱等
により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で
の取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）

＊当座貸越可能限度額のモニタリング
＊資金運用・調達額、期間ギャップのモニタリング

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク

事務リスク
業務の過程または役職員の活動が不適切であることにより損失が発生するリ
スク

＊月次の自主点検、半期ごとの他部署による業務レビュー
＊組織の分離・相互牽制チェック体制に基づく業務処理

システムリスク
コンピュータシステムのダウン、誤作動、システム不備、コンピュータが不
正に使用されること、または情報システムの開発プロジェクトの不適切な運
営等により、当社が損失を被るリスク

＊システム障害・災害時緊急対応計画の策定
＊バックアップデータの取得
＊職員へのセキュリティ教育・指導

法務リスク
経営判断や個別業務の執行において、法令違反や不適切な契約締結等に起因
し、当社に損失が発生したり、取引上のトラブルが発生するリスク

＊弁護士等社外専門家との適切な連携
＊各種法令等の遵守・規定等の策定

情報漏洩等リスク セキュリティ・ポリシーが遵守されずに、情報が漏洩することに伴うリスク ＊セキュリティ・ポリシーや情報セキュリティ管理要領等の遵守

その他リスク
労務慣行の問題や職場の安全衛生環境の問題に起因して損失を被るリスク（人
的リスク）、自然災害等による大規模な被災や障害の発生に伴い、業務継続が
困難となるリスク（業務継続リスク）等

＊人的リスク管理規程に基づく管理体系の整備
＊災害対策要領に沿った事後対応の徹底

リスクの種類とその対応
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信用・市場・流動性リスクの管理
信用・市場・流動性リスクについては、リスクを引き受け

ることが収益の源泉となるため、許容しうる一定のリスク量
のもとで、いかにリスクを適切にマネジメントして収益を極
大化させるかが、リスク管理の最大の眼目になります。

当社では、国債等を VaR（Value at Risk）等によりリスク
量の測定・把握を行い、リスクの総量が適切かどうかを確認
するなど、リスク計量化とリスク管理体制のさらなる高度化
を推進しております。

オペレーショナル・リスクの管理
当社では、オペレーショナル・リスクを、市場リスク、信

用リスク、流動性リスク以外の受動的に発生するリスク（具
体的には、事務リスク、法務リスク、システムリスク等）と
位置づけし、管理しております。

これらのリスクについては、信託事務などの適切な遂行
を行う過程で、いかにしてリスクを極小化し、お客様から
の信頼を維持していくかが、リスク管理の最大の眼目にな
ります。このため当社では、RCSA（Risk & Control Self-
Assessment）を「RCSA 実施要領」に基づき実施し、潜在的
なリスクの管理・削減および顕在化した損失情報の収集・分
析に全社的に取組む等、新 BIS 規制に適合した有効かつ効率
的なリスク管理体制の構築に積極的に取組んでおります。

リスクモニタリング
リスク統括部では、銀行業務・信託業務にかかる様々なリ

スクに関するモニタリングを実施しております。また、モニ
タリング結果については、リスクマネジメント委員会に報告
するなど、適正な管理を実施しております。

３．コンプライアンス（法令等遵守）体制

当社は、社会的責任と公共的使命を果たし、社会からの一
層の揺るぎない信頼を確保していくためにも、法令等を厳格
に遵守することはもとより、たとえ法令等に抵触しない場合
でも、確固たる倫理観と誠実さに基づいて社会的規範に照ら
し公正な行動をとることが必要不可欠と考えております。

コンプライアンス体制
当社では、コンプライアンスに関する統括部署としてコン

プライアンス統括室を設置しております。また、コンプライ
アンスにかかる基本方針および遵守基準であるコンプライア
ンス・マニュアルを取締役会の決議により制定しております。

さらに、コンプライアンス委員会において、コンプライア
ンス体制全般の企画・推進に関する審議・検討を行うほか、
コンプライアンス・プログラムにより定められた年間の具体
的な実施計画を各部署が実践し、同委員会で定期的に進捗
管理および見直しを行う、いわゆる PDCA（Plan-Do-Check-
Action）サイクルによる実践の定着化を図っております。

コンプライアンスへの取組み
当社では、定期的なコンプライアンス研修等により、役職

員への遵守すべき事項の周知徹底、コンプライアンス・マイ
ンドの醸成に努めるなど、コンプライアンスへの不断の取組
みを行っております。

また、コンプライアンス統括室を中心に、弁護士等社外専
門家とも連携を図りながら、コンプライアンス体制の一層の
強化に取組んでおります。

内部者通報制度
当社では、すべての役職員を対象とした制度として「コン

プライアンス・ホットライン」を設置しております。公益通
報者保護法の趣旨も踏まえ、通報者が通報を行ったことを理
由として不利益な取扱いを一切受けないこと等をルール化す
るとともに、社外の通報受付窓口を通じた通報を可能にする
など、実効性ある体制構築に努めております。

個人情報保護宣言
当社では、「個人情報保護宣言」を定め、関係諸法令を遵

守するほか、この個人情報保護宣言に基づき個人情報の保護
に努めることを宣言しております。
（参照 URL http://www.nochutb.co.jp/kojin_h.html）

反社会的勢力との取引排除について
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と

の一切の関係を遮断し、確固たる信念を持って排除の姿勢を
堅持します。万一、不当要求等があった場合には、警察当局
等と連携のうえあらゆる手段により対決していきます。
（参照 URL http://www.nochutb.co.jp/hansya.html）

利益相反管理体制の整備
当社は、農林中金グループの一員として、お客様の利益保

護の観点から利益相反のおそれのある取引を管理するため、
法令等を踏まえた「利益相反管理方針」を定め、体制の整備
に努めております。
（参照 URL http://www.nochutb.co.jp/rieki.html）

当社のコンプライアンス体制

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

コンプライアンス委員会

各業務執行部門

内部監査部門
（業務監査部）

コンプライアンス
担当者任命

コンプライアンス統括部門
（リスク統括部コンプライアンス統括室）

取締役会

経営会議
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当期におきましては、「中期経営計画（平成 19 年度～平成
21 年度）」で掲げた「小粒であっても存在感のある信託銀行」
を目指し、運用商品の提案、資産流動化・管理ニーズへの対
応など当社が得意とする分野の信託サービス提供に努めてま
いりました。また、金融・経済情勢等外部環境が厳しさを増
すなか、受益者をはじめとしたお客様への誠実なフォローを
行い、受託者責任を適切に果たしてまいりました。遺言信託
業務では、JA 組合員の旺盛なニーズに適切に対応することで
JA の資産相談業務サポートを行い、系統信用事業の将来的
な顧客基盤維持・強化に向け、当社独自の役割を一層発揮し
てまいりました。平成 19 年度より受託開始した年金信託の顧
客基盤を着実に拡大し、投資一任業務を初受任するとともに、
指名債権譲渡の媒介業務やシンジケートローンのアレンジメ
ント業務等を新たに立ち上げ、顧客ニーズをとらえた機能拡
充を実践してまいりました。あわせて、金融商品取引法等に
即した経営管理態勢の高度化を行いながら、将来を見据えた
専門性の高い人材の育成・確保を進めてまいりました。

これらの取組みの結果、当期の業容・業績は次のように推
移いたしました。

信託財産につきましては、有価証券の信託（当期末残高 6 兆
5,287 億円、前期比 1 兆 5,183 億円減）および投資信託（当期末
残高 7,219 億円、前期比 4,244 億円減）の減少を主因とし、当期末
残高は前期比2兆1,556億円減の12兆2,995億円となりました。

損益の状況につきましては、信託報酬が前期比 141 百万円
増の 5,220 百万円となったこと等を受け、経常収益は前期比
287 百万円増の 5,723 百万円となりました。一方、経常費用は、
内部管理態勢等強化に伴う体制整備により人件費等が増加し、
前期比 296 百万円増の 2,808 百万円となりました。

これらを受け、経常利益は前期比 9 百万円減の 2,914 百万
円となり、当期純利益は前期比 18 百万円減の 1,708 百万円と
なりました。

平成 21 年 3 月末現在、44 の JA･ 信農連が遺言信託代理店
となりました。信託契約代理店については、同年同月末現在、
14 の信農連が参加しています。 

主要な経営指標の推移

事業の概況

データ編

業績の概要

（単位：百万円）
平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

経 常 収 益 3,711 4,085 4,265 5,435 5,723
経 常 利 益 1,866 1,872 2,078 2,923 2,914
当 期 純 利 益 1,115 1,166 1,039 1,727 1,708
資 本 金 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

（発 行 済 株 式 総 数） 400千株 400千株 400千株 400千株 400千株
純 資 産 額 24,854 26,039 27,073 28,781 30,239
総 資 産 額 34,831 34,631 35,814 40,135 38,840
預 金 残 高 0 10 － － －
貸 出 金 残 高 － － － － －
有 価 証 券 残 高 18,908 19,801 19,872 19,870 27,888
単体自己資本比率（国内基準） 1,170.02％ 1,435.79％ 221.24％ 181.31％ 221.20％
従 業 員 数 66人 80人 90人 106人 123人
信 託 報 酬 3,415 3,895 4,015 5,078 5,220
信 託 財 産 額 10,731,518 11,427,140 13,523,539 14,455,160 12,299,551
信 託 勘 定 貸 出 金 残 高 1,131,485 2,103,056 1,895,658 1,812,121 1,434,444
信 託 勘 定 有 価 証 券 残 高 10,214 25,719 80,290 283,650 229,324

（注）「単体自己資本比率（国内基準）」は、平成 19 年 3 月期より「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照ら
し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に基づき算出しております。
なお、平成 18 年 3 月期までは旧基準により算出しております。

その他
6% 投資信託
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貸借対照表
財務諸表

（単位：百万円）

科 目 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 科 目 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期
（ 資 産 の 部 ） ( 負 債 の 部 ）
現 金 預 け 金 651 9,281 信 託 勘 定 借 9,847 7,265

預 け 金 651 9,281 そ の 他 負 債 1,283 1,048
コ ー ル ロ ー ン 18,000 - 未 払 法 人 税 等 850 625
有 価 証 券 19,870 27,888 未 払 費 用 292 227

国 債 14,142 20,103 前 受 収 益 3 18
社 債 - 2,020 そ の 他 の 負 債 137 176
株 式 1,310 1,280 賞 与 引 当 金 145 180
そ の 他 の 証 券 4,417 4,483 退 職 給 付 引 当 金 45 58

そ の 他 資 産 923 754 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 32 47
前 払 費 用 20 21 負 債 の 部 合 計 11,354 8,600
未 収 収 益 830 665 （ 純 資 産 の 部 ）
そ の 他 の 資 産 71 67 資 本 金 20,000 20,000

有 形 固 定 資 産 254 282 利 益 剰 余 金 8,796 10,504
建 物 161 166 そ の 他 利 益 剰 余 金 8,796 10,504
その他の有形固定資産 92 116 繰 越 利 益 剰 余 金 8,796 10,504

無 形 固 定 資 産 226 237 株 主 資 本 合 計 28,796 30,504
ソ フ ト ウ ェ ア 222 234 その他有価証券評価差額金 △ 14 △ 264
その他の無形固定資産 3 3 評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 △ 14 △ 264

繰 延 税 金 資 産 209 395 純 資 産 の 部 合 計 28,781 30,239
資 産 の 部 合 計 40,135 38,840 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 40,135 38,840

損益計算書
（単位：百万円）

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期
経 常 収 益 5,435 5,723

信 託 報 酬 5,078 5,220
資 金 運 用 収 益 228 262

有 価 証 券 利 息 配 当 金 145 213
コ ー ル ロ ー ン 利 息 82 47
預 け 金 利 息 0 1

役 務 取 引 等 収 益 128 206
そ の 他 の 役 務 収 益 128 206

そ の 他 経 常 収 益 0 33
株 式 等 売 却 益 - 33
そ の 他 の 経 常 収 益 0 0

経 常 費 用 2,512 2,808
資 金 調 達 費 用 14 6

コ ー ル マ ネ ー 利 息 0 -
そ の 他 の 支 払 利 息 13 6

役 務 取 引 等 費 用 309 239
支 払 為 替 手 数 料 5 5
そ の 他 の 役 務 費 用 303 234

そ の 他 業 務 費 用 - 11
国 債 等 債 券 償 却 - 11

営 業 経 費 2,188 2,550
そ の 他 経 常 費 用 0 0

そ の 他 の 経 常 費 用 0 0
経 常 利 益 2,923 2,914
特 別 損 失 2 9

固 定 資 産 処 分 損 2 5
そ の 他 の 特 別 損 失 - 3

税 引 前 当 期 純 利 益 2,921 2,904
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,236 1,211
法 人 税 等 調 整 額 △ 42 △ 15
法 人 税 等 合 計 1,195
当 期 純 利 益 1,727 1,708



9

株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

株主資本
資本金

前期末残高 20,000 20,000

当期変動額

当期変動額合計 - -

当期末残高 20,000 20,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 7,068 8,796

当期変動額

当期純利益 1,727 1,708

当期変動額合計 1,727 1,708

当期末残高 8,796 10,504

利益剰余金合計

前期末残高 7,068 8,796

当期変動額

当期純利益 1,727 1,708

当期変動額合計 1,727 1,708

当期末残高 8,796 10,504

株主資本合計

前期末残高 27,068 28,796

当期変動額

当期純利益 1,727 1,708

当期変動額合計 1,727 1,708

当期末残高 28,796 30,504

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 4 △ 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 19 △ 249

当期変動額合計 △ 19 △ 249

当期末残高 △ 14 △ 264

評価・換算差額等合計

前期末残高 4 △ 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 19 △ 249

当期変動額合計 △ 19 △ 249

当期末残高 △ 14 △ 264

純資産合計

前期末残高 27,073 28,781

当期変動額

当期純利益 1,727 1,708

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 19 △ 249

当期変動額合計 1,707 1,458
当期末残高 28,781 30,239
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会計監査人の監査の有無

財務報告に係る内部統制評価および外部監査

財務諸表の適正性および作成に係る内部監査の有効性についての確認

記載内容は百万円未満を切り捨てて表示しております。
重要な会計方針
1.	 有価証券の評価基準および評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価
法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価
格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のな
いものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その
他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

2.	 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取
得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　物　　3 年～ 48 年	 その他　　4 年～ 15 年

（2）無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ
アについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。

3.	 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上する
こととしております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に
関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）
に規定する正常先債権および要注意先債権に相当する債権については、一定
の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸
倒実績率等に基づき引き当てることとしております。破綻懸念先債権に相当
する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てることと
しております。破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権については、
債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除
した残額を引き当てることとしております。特定海外債権については、対象
国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定と
して引き当てることとしております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に
資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当を
行うこととしております。
なお、当事業年度末において貸倒引当金の残高はございません。

（2）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与
の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

（3）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
要支給額に相当する額を引き当てております。

（4）役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に
対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると
認められる額を計上しております。

4.	 リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20
年 4 月 1 日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取
引に準じた会計処理によっております。

5.	 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、
有形固定資産にかかる控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上してお
ります。

会計方針の変更
（リース取引に関する会計基準）
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にか
かる方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計
基準」（企業会計基準第 13 号平成 19 年 3 月 30 日）および「リース取引に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号同前）が平成 20 年
4 月 1 日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当事
業年度から同会計基準および適用指針を適用しております。なお、これによ
る当事業年度への影響はございません。

注記事項
（貸借対照表関係）
1．	日本銀行当座預金決済にかかる当座借越取引の担保とした有価証券 20,103

百万円を差し入れております。また、その他の資産のうち保証金は 26 百万円
であります。

2．	有形固定資産の減価償却累計額	 341 百万円
3．	1 株当たりの純資産額	 75,599 円 91 銭
4．	貸借対照表に計上した固定資産のほか、事業用動産およびソフトウェアの一部

については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
5．	関係会社に対する金銭債権総額	 2,462 百万円
6．	関係会社に対する金銭債務総額	 0 百万円

（損益計算書関係）
1．	関係会社との取引による収益

信託報酬� 3,272 百万円
資金運用取引にかかる収益総額� 6 百万円
役務取引等にかかる収益総額� 33 百万円
その他の取引にかかる収益総額� 0 百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引にかかる費用総額� 0 百万円
役務取引等にかかる費用総額� 20 百万円
その他業務・その他経常取引にかかる費用総額� 0 百万円
その他の取引にかかる費用総額� 186 百万円

2．	関連当事者との取引
（1）親法人および法人主要株主等

属性 会社等
の名称

議決権等
の被所有
割合（％）

関連当事
者との関

係

取引の
内容

（注 1）

取引金額
（百万円）

（注 2）
科目

期末残高
（百万円）

（注 2）

親法人 農林中
央金庫 100% 信託 取引

の受託等

信託報酬
受領 3,272 未収

収益 281

金融債
購入 2,015 社債 2,020

事務所賃
借料支払 171 － －

（注 1）関連当事者との価格その他の取引条件については、一般取引条件を勘案し
決定しております。

（注 2）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含め
ております。

（2）兄弟会社等
兄弟会社との重要な取引はございません。

3．	1 株当たり当期純利益金額　4,271 円 83 銭
（株主資本等変動計算書関係）
発行済株式の種類および総数に関する事項

（単位：千株）
前事業年度
末株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 400 － － 400

合計 400 － － 400
（有価証券関係）
有価証券関係については 13 ページ「有価証券の時価等情報－平成 21 年 3 月期」
のとおりであります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
繰延税金資産

未払事業税 54 百万円
賞与引当金 73
減価償却損金算入限度超過額 21
退職給付引当金 23
役員退職慰労引当金 19
その他有価証券評価差額金 181
その他 21

繰延税金資産合計 395 百万円

貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書については、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監
査を受けております。

当社は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意
見書）」（平成 19 年 2 月 15 日付企業会計審議会報告）に準じて財務報告に係る内部統制評価を行い、新日本有限責任監査法人の外部監査を受け、
調査報告書を受領しております。なお、当該外部監査は、財務諸表監査の一部ではなく、財務報告に係る内部統制評価に対する合意された調査業
務であり、これにより、外部監査人が財務報告に係る内部統制について意見を表明するものではありません。

私は、当社の平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの第 14 期事業年度にかかる財務諸表について、すべての重要な点において、適
正に表示されていることを確認いたしました。なお、内部監査部署にて、内部管理態勢の適切性と有効性の検証・評価を定期的に実施し、重要な
事項は取締役会等へ報告する体制により、財務諸表の適正性の確保を図っております。

	 平成 21 年 6 月 26 日　　代表取締役社長



11

主要な業務の状況
業務粗利益等

資金運用・調達勘定の平均残高等

受取利息・支払利息の増減

利益率

（単位：百万円）

項 目
平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

全社計 国内業務 国際業務 全社計 国内業務 国際業務

信 託 報 酬 5,078 5,078 - 5,220 5,220 -

資 金 運 用 収 支 214 198 15 255 219 35

資 金 運 用 収 益 228 212 15 262 226 35

資 金 調 達 費 用 14 14 - 6 6 -

役 務 取 引 等 収 支 △ 180 △ 180 - △ 32 △ 32 -

役 務 取 引 等 収 益 128 128 - 206 206 -

役 務 取 引 等 費 用 309 309 - 239 239 -

そ の 他 業 務 収 支 - - - △ 11 △ 11 -

そ の 他 業 務 収 益 - - - - - -

そ の 他 業 務 費 用 - - - 11 11 -

業 務 粗 利 益 5,112 5,096 15 5,431 5,395 35

業 務 粗 利 益 率 15.43% 15.71% 2.20% 16.28% 17.52% 1.39%

業 務 純 益 2,943 2,928 15 2,901 2,865 35
（注）業務粗利益率 ＝（業務粗利益 ÷ 資金運用勘定平均残高）× 100

（単位：百万円）

項 目 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期
平均残高 利　息 利回り 平均残高 利　息 利回り

資 金 運 用 勘 定 33,126 228 0.68% 32,382 262 0.81%
国 内 業 務 32,428 212 0.65% 29,814 226 0.76%
国 際 業 務 698 15 2.20% 2,567 35 1.39%

資 金 調 達 勘 定 7,463 14 0.19% 5,198 6 0.13%
国 内 業 務 7,463 14 0.19% 5,198 6 0.13%
国 際 業 務 - - - - - -

資 金 運 用 収 支・ 資 金 粗 利 鞘 214 0.49% 255 0.67%
国 内 業 務 198 0.46% 219 0.62%
国 際 業 務 15 2.20% 35 1.39%

（注）貸出金の取扱残高はありません。

（単位：百万円）

項 目 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受 取 利 息 61 70 131 △ 7 41 34
国 内 業 務 59 65 125 △ 23 36 13
国 際 業 務 6 △ 0 5 27 △ 7 20

支 払 利 息 △ 1 6 5 △ 3 △ 3 △ 7
国 内 業 務 △ 1 6 5 △ 3 △ 3 △ 7
国 際 業 務 - - - - - -

（注）1．残高および利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
2．受取利息および支払利息については、一部について業務別に増減を相殺しているため、国内業務と国際業務の合計額

が合計欄と一致しない場合があります。

（単位：％）
項 目 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

総 資 産 経 常 利 益 率 8.42 8.39
資 本 経 常 利 益 率 10.72 10.03
総 資 産 当 期 純 利 益 率 4.97 4.92
資 本 当 期 純 利 益 率 6.33 5.88

（注）1．総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産平均残高× 100
2．資 本 経 常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／純資産勘定平均残高× 100
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営業経費の内訳

有価証券の種類別残高
有価証券の状況

（単位：百万円）
科 目 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

給 料 ・ 手 当 1,034 1,259
役 員 退 職 慰 労 金 17 19

退 職 給 付 費 用 20 20

福 利 厚 生 費 128 161

減 価 償 却 費 113 146

土 地 建 物 機 械 賃 借 料 184 183

営 繕 費 2 2

消 耗 品 費 47 47

給 水 光 熱 費 7 7

旅 費 63 78

通 信 費 11 11

広 告 宣 伝 費 2 2

諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 39 37

租 税 公 課 89 82

そ の 他 426 491
合 計 2,188 2,550

（単位：百万円）

種　　類
平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高

国 債 14,142 17,096 20,103 15,886
国 内 業 務 14,142 17,096 20,103 15,886

国 際 業 務 - - - -

社 債 - - 2,020 463

国 内 業 務 - - 2,020 463

国 際 業 務 - - - -

株 式 1,310 1,225 1,280 1,306

国 内 業 務 1,310 1,225 1,280 1,306

国 際 業 務 - - - -

外 国 証 券 2,391 698 2,483 2,567

国 内 業 務 - - - -

国 際 業 務 2,391 698 2,483 2,567

そ の 他 の 証 券 2,026 832 2,000 2,039

国 内 業 務 2,026 832 2,000 2,039

国 際 業 務 - - - -

合        計 19,870 19,852 27,888 22,262

国 内 業 務 17,479 19,154 25,404 19,695
国 際 業 務 2,391 698 2,483 2,567
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有価証券の種類別・残存期間別残高

有価証券の時価等情報

（単位：百万円）

種　　類
平成 20 年 3 月期

1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 期間の定めのないもの 合計

債 券 5,003 9,138 - - - 14,142
国 債 5,003 9,138 - - - 14,142

社 債 - - - - - -

株 式 - - - - 1,310 1,310

外 国 証 券 - 1,983 - - 407 2,391
そ の 他 の 証 券 - 2,002 - 15 8 2,026

（単位：百万円）

種　　類
平成 21 年 3 月期

1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 期間の定めのないもの 合計

債 券 9,522 12,601 - - - 22,123
国 債 9,522 10,580 - - - 20,103

社 債 - 2,020 - - - 2,020

株 式 - - - - 1,280 1,280

外 国 証 券 - 1,650 - - 833 2,483
そ の 他 の 証 券 1,980 5 8 - 5 2,000

満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

種　　類
平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

貸借対照
表計上額 時価 差額 貸借対照

表計上額 時価 差額
うち益 うち損 うち益 うち損

国 債 14,142 14,217 74 74 0 15,605 15,745 139 140 0

その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

種　　類
平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

取得原価 貸借対照
表計上額 評価差額 取得原価 貸借対照

表計上額 評価差額
うち益 うち損 うち益 うち損

債 券 - - - - - 6,512 6,518 6 6 0
国 債 - - - - - 4,497 4,497 0 0 -

社 債 - - - - - 2,014 2,020 5 6 0

外 国 証 券 2,403 2,391 △ 11 5 16 2,908 2,483 △ 424 - 424
そ の 他 の 証 券 2,039 2,026 △ 13 - 13 2,039 2,000 △ 39 - 39

時価評価されていない有価証券の内容および貸借対照表計上額 （単位：百万円）
種　　類 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

そ の 他 有 価 証 券
     非 上 場 株 式 1,310 1,280

合          計 1,310 1,280
（注）有価証券の貸借対照表計上額、時価および評価差額等に関する事項、時価評価されていない有価証券の内容および貸借対

照表計上額は上記のとおりであります。

当事業年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

種　　類
平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

そ の 他 有 価 証 券 - - - 63 33 -
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信託財産残高表
信託業務の状況

金銭信託の信託期間別の元本残高

金銭信託の有価証券の区分ごとの期末運用残高

◇金銭信託にかかる貸出金、財産形成給付信託、貸付信託の取扱残高はありません。

（単位：百万円）
資 産 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 負 債 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

貸 出 金 1,812,121 1,434,444 指 定 金 銭 信 託 1,189 1,038
有 価 証 券 283,650 229,324 特 定 金 銭 信 託 29,713 26,272
信 託 受 益 権 2,837,692 2,698,360 年 金 信 託 21,790 67,876
受 託 有 価 証 券 5,616,131 4,141,129 投 資 信 託 1,146,403 721,994
金 銭 債 権 1,262,694 1,196,278 金銭信託以外の金銭の信託 3,604,153 3,435,843
有 形 固 定 資 産 68,395 95,550 有 価 証 券 の 信 託 8,047,057 6,528,728
そ の 他 債 権 7,127 5,855 金 銭 債 権 の 信 託 955,272 900,531
コ ー ル ロ ー ン 49,534 24,562 土地及びその定着物の信託 69,898 97,965
銀 行 勘 定 貸 9,847 7,265 包 括 信 託 579,682 519,300
現 金 預 け 金 2,507,964 2,466,780
資 産 合 計 14,455,160 12,299,551 負 債 合 計 14,455,160 12,299,551

信託財産残高表注記（平成 21 年 3 月期）
1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額 2,189,866 百万円を含んでおります。
3．元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

（単位：百万円）
1 年未満 1 年以上 2 年未満 2 年以上 5 年未満 5 年以上 その他 合計

平 成 20 年 3 月 期 3,943 4 5,943 2,348 - 12,240
平 成 21 年 3 月 期 3,965 - 5,757 3,031 - 12,754

（単位：百万円）
平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

国 債 390 390
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（1）経営の健全性の確保と自己資本の充実

当社では、多様化・高度化するお客様のニーズに的確かつ良質な信託サービスの提供でお応えするため、「経営管理態勢の充実・
高度化」を経営上の重要課題と位置付け、リスク管理態勢の一層の強化に取り組んでおります。こうした取組みに加え、業容拡充に
伴う内部留保の増加により、平成 21 年 3 月末における自己資本比率は 221.20％となり、国内基準で求められる最低所要自己資本比
率４％を大きく上回っております。

当社の資本金は、株主である農林中央金庫の 100％出資により調達（200 億円）しており、自己資本比率の算出は、金融庁告示等
に基づく適正な算出プロセスにより行っております。また、これらに基づき、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リ
スクに対応した十分な自己資本の維持および適切な管理を行っております。

（2）自己資本の構成

自己資本比率等の状況
自己資本の充実の状況（単体・国内基準）

（単位 : 百万円）

項 目 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

基 本 的 項 目

資 本 金 20,000 20,000
資 本 剰 余 金 - -

そ の 他 利 益 剰 余 金 8,796 10,504

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損（ △ ） 14

繰 延 税 金 資 産 の 控 除 金 額（ △ ） - -

計 （A） 28,781 30,504

補 完 的 項 目
一 般 貸 倒 引 当 金 - -

う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額 （B） - -

準補完的項目
短 期 劣 後 債 務 - -

う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額 （C） - -

自己資本総額 （A）＋（B）＋（C） （D） 28,781 30,504

控 除 項 目

他 の 金 融 機 関 の 資 本 調 達 手 段 の 意 図 的 な 保 有 相 当 額 1,180 1,180

基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券
化エクスポージャー及び信用補完機能を持つ I/0 ストリップ
ス（告示第 247 条を準用する場合を含む。）

14 6

計 （E） 1,194 1,187

自 己 資 本 額 （D）-（E） （F） 27,586 29,317

リ ス ク ･ ア

セ ッ ト 等

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 6,632 3,677

オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 - -

オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額 8,581 9,576

計 （G） 15,214 13,253

単体自己資本比率（国内基準） ＝  F ／ G  × 100 181.31 % 221.20 %
Tier1 比率（国内基準） ＝  A ／ G  × 100 189.17 % 230.16 %

（注）	 1．平成 19 年 3 月期より「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の

充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に基づき算出して

おります。また、平成 21 年 3 月期については、平成 20 年 12 月公表の金融庁告示第 79 号（平成 18 年金融

庁告示第 19 号の特例）を踏まえて算出しております。なお同告示に基づき、その他有価証券の評価差損（評

価差額金△ 264 百万円）につきましてはこれを反映させておりません。

	 2．当社は、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算

出にあたっては粗利益配分手法を採用しております。

粗利益配分手法とは、業務区分ごとに配分した年間粗利益に、粗利益配分手法で定める掛け目を乗じた額

を合計し、直近 3 年間の年間合計額を平均した値により、オペレーショナル・リスク相当額を算出する方法

です。


